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「一般廃棄物処理基本計画」の改定について 

 

 

１．位置づけ 

 ・ 仙台市総合計画及び仙台市環境基本計画（杜の都環境プラン）を上位計画とし、仙

台市環境基本計画の部門別の計画として、本市の一般廃棄物の処理に係る基本的な

考え方や方向性について定めるもの。 

 ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第６条第１項に基づ

く一般廃棄物処理計画で、「ごみ処理基本計画」及び「生活排水処理基本計画」によ

り構成されるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の期間 

令和３年度（2021年度）から令和 12年度（2030年度）までの 10年間とする。 

 

 

 

 

 

資料１ 

仙台市総合計画 

仙台市環境基本計画（杜の都環境プラン） 

仙台市地球温暖化対策推進計画 

仙台市一般廃棄物処理基本計画 

ごみ処理基本計画 

生活排水処理基本計画 
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３．今後の進め方（予定） 

 

令
和
元
年
度 

 

 

 

 

令
和
２
年
度 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7 月頃 

11月頃 

１月頃 

３月頃 

7月 18日 
令和元年度第１回廃棄物対策審議会 

諮 問 
一
般
廃
棄
物
処
理
実
態
等
調
査
（委
託
） 

令
和
元
年
８
月
～
令
和
２
年
２
月 

11月頃 
令和元年度第２回廃棄物対策審議会 

現計画評価・改定計画方向性 

令和元年度第３回廃棄物対策審議会 

実態等調査報告・骨子案の審議 

令和２年度第１回廃棄物対策審議会 

中間案の審議 

パブリックコメント（９月頃） 

令和２年度第２回廃棄物対策審議会 

パブコメ結果・中間案修正案の審議 

令和２年度第３回廃棄物対策審議会 

答申案の審議 

答 申 


